
春日民報第３０号 ３月議会報告 子どもと高齢者が安心して暮らせる春日市に 令和５年３月２５日

なぜ隠す？隠ぺいは住民自治の否定！指定管理料・収支黒塗りの経過

①令和２年、ＮＰＯ法人子ども未来ネッ
トワーク春日(事業・収支報告の詳細
の全部開示)から株式会社テノ.サポー
トに指定管理者が変更となる。

②令和２年度は、テノ社の収支計画書、
春日市の全指定管理者の事業計画・
報告書の黒塗りなし。

③令和２年度の放課後児童クラブの収
支報告書(3年9月)で黒塗りが始まる。

④令和３年度収支計画書、収支報告書
ともに放課後児童クラブで黒塗り。

⑤令和４年４月、ふれあい文化センター、
スポーツセンター、児童センター、
図書館等も令和４年度収支計画書が
初めて黒塗りとなる。

⑥4年9月、同上各事業の令和３年度収
支報告書も黒塗りとなる。

＊おやつ代と保険料は実費負担なのに
収支が不明なので、流用・着服の疑惑
が拭えません。真相は、いったいどう
なのでしょうか。

春
日
市
で
は
、
令
和
２
年

度
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指

定
管
理
者
の
収
支
報
告
が
黒

塗
り
さ
れ
ま
し
た
。
病
気
け

が
対
応
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
等
も
見
せ
な
い
な
ど
、

児
童
の
安
全
に
関
わ
る
事
業

の
内
容
が
分
か
り
ま
せ
ん
。

ク
ラ
ブ
内
で
の
事
故
報
告
書

も
黒
塗
り
で
、
何
が
あ
っ
た

の
か
さ
え
分
か
り
ま
せ
ん
。

太
宰
府
市
で
は
９
年
、
那

珂
川
市
で
は
１
４
年
、
同
じ

株
式
会
社
テ
ノ
サ
ポ
ー
ト
が

同
事
業
を
管
理
運
営
し
て
い

ま
す
が
、
今
日
ま
で
黒
塗
り

は
無
く
、
さ
ら
に
詳
し
い
情

報
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
春
日
市
だ
け
黒
塗

り
な
の
か
を
問
い
ま
し
た
が
、

「
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
競
争

上
の
利
益
を
守
る
た
め
」

「
他
市
の
運
用
に
は
関
与
し

な
い
」
と
理
由
に
な
ら
な
い

回
答
を
繰
り
返
し
強
弁
。

春
日
市
の
分
だ
け
隠
し
て

競
争
上
の
利
益
が
守
れ
る
と

い
う
の
な
ら
、
市
と
業
者
が

結
託
し
て
、
市
議
会
の

判
断
材
料
に
さ
せ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
と
し

か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

収
支
報
告
黒
塗
り
問
題

春日市の収支報告

県民新聞・関連記事→

よしい恭子

那珂川市・太宰府市の収支報告

放課後児童クラブ事故報告書

春
日
市
で
は
、
公
文
書
の
黒
塗
り
が
盛
ん

５
事
業
計
７
億
２
６
２
７
万
円
の
使
い
道
は
？

春
日
民
報

Ｎ
Ｏ
.
３
０

日
本
共
産
党

春
日
市
議
会
議
員
よ
し
い
恭
子

下
白
水
北
５
ー
１
８☏

５
７
４
２
０
７
６

＊
３
月
議
会
・
吉
居
の
一
般
質
問
・
要
約

こ
ん
に
ち
は

よ
し
い
恭
子
で
す



就学援助の認定所得割額自治体比較  2023年度

自治体名 一人 二人 三人 四人
春日市(市民税) 80,400 80,400 101,700 123,000
那珂川市(同上） 91,900 91,900 113,200 134,500
大野城市(同上) 97,600 97,600 118,900 140,200
筑紫野市(同上) 97,200 97,200 118,500 139,800
太宰府市(同上) 96,600 96,600 117,900 139,200

＊
市
の
財
政
は
市
民
の

税
金
で
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
市
税
だ
け
で
な

く
国
か
ら
の
交
付
金
な

ど
も
元
は
国
民
の
税
金

で
す
。
市
民
が
納
め
た

税
金
が
ど
う
使
わ
れ
て

い
る
の
か
を
知
る
権
利

が
あ
り
ま
す
。
企
業
が

管
理
運
営
し
て
い
る
と

は
い
え
、
税
金
で
建
て

た
施
設
で
、
住
民
福
祉

目
的
の
公
共
事
業
を
任

せ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、

市
民
に
使
い
道
を
公
開

す
る
の
は
当
然
で
す
。

春日民報第３０号 ３月議会報告 子どもと高齢者が安心して暮らせる春日市に 令和５年３月２５日

＜女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書＞
国連は、あらゆる分野での女性に対する差別を撤廃し、男性と平等の権利を保障するための「女性差別

撤廃条約」を採択し、日本は1985年に条約を批准した。1999年には「女性差別撤廃条約選択議定書」が

採択された。 選択議定書は、条約で保障されている権利が侵害された場合、国内における救済措置を

尽くした後に、個人等が女性差別撤廃委員会に通報し救済を求めることができる。また、女性差別撤廃

委員会が、条約に定める権利の重大又は組織的な侵害の信頼できる情報を得た場合に、当該国の協力の

下で調査し、その調査結果を意見・勧告とともに送付する手続を定めている。この選択議定書を批准す

ることにより、条約締約国は、女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化することできる。

「ジェンダーギャップ指数（ＧＧＩ）」では、我が国は153か国中121位と記載され、新型コロナ感染症

の拡大で男女差別による被害が「顕在化した」との認識が示されている今、早期批准を求める。

＊個人情報保護条例に関する法律施行

条例の制定について ＜反対討論＞
この条例制定により、自治体は匿名

加工制度の創設で過重な負担をうけ、

加工が外部委託になれば情報漏洩のリ

スクも高まる。さらに、自治体独自の

保護措置を最小限で許容するとしてお

り、個人情報の目的外使用や外部提供

など、個人情報保護のもっとも大切な

部分はすべて国に委ねられることにな

り、地方自治にも反する。(詳細はHPで）

他会派の女性議員と協力し、国へ意見書を提出しました

春
日
市
の
就
学
援
助
は
、
市
民
の
運
動

と
市
の
努
力
で
、
市
民
の
立
場
に
立
っ
た

運
用
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
、
そ

の
認
定
基
準
額
が
近
隣
４
市
よ
り
も
約
１

万
５
千
円
も
低
く
な
っ
て
い
る
の
が
分
か

り
ま
し
た
。
４
市
平
均
の
９
万
５
８
２
５

円
に
引
き
上
げ
る
予
算
は
、
令
和
５
年
度

予
算
の
わ
ず
か
０
．
０
０
８
４
％
、
約
３

０
０
万
円
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
で
一
ク
ラ

ス
分
、
３
３
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、
入
学

費
用
、
学
用
品
、
給
食
費
、
修
学
旅
行
費

な
ど
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
方
、
令
和
５
年
度
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
指
定
管
理
料
は
、
前
年
度
の
１
億
２

４
２
４
万
円
か
ら
１
億
６
５
３
１
万
円
へ

４
千
１
０
７
万
円
増
額
。
そ
の
内
訳
は
、

障
が
い
児
加
配
支
援
員
１
２
名
と
短
時
間

支
援
員
２
名
の
人
件
費
と
諸
経
費
と
い
う

説
明
。
し
か
し
、
初
回
の
指
定
管
理
料
の

積
算
資
料
を
も
と
に
、
追
加
す
る
支
援
員

の
福
利
厚
生
費
を
含
む
人
件
費
を
計
算
す

る
と
、
実
際
に
必
要
な
予
算
は
約
２
千
８

０
万
円
。
つ
ま
り
、
人
件
費
と
し
て
増
や

し
た
予
算
は
想
定
額
の
約
２
倍
で
す
。
こ

の
金
額
を
指
定
管
理
者
が
要
求
し
た
の
か
、

市
が
大
盤
振
る
舞
い
を
し
た
の
か
は

不
明
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
３

百
万
円
は
出
し
渋
っ
て
、
事
業
者
に

は
２
千
万
円
も
余
分
に
出
す
と
は
、

本
末
転
倒
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

就
学
援
助
の
（
吉
居
質
問
２

）

認
定
基
準
額
引
き
上
げ
を

就学援助基準額
は、５市中最安値
テノ社には
＋2,000万円？

無料法律・生活相談会

＊相続や訴訟など法律関係は弁護士、

生活上の相談などは議員が対応。

とき：４月２６日,５月２４日(第4水曜日)

ところ：下白水北公民館（岩田屋うら）
＊当日ご都合がつかない方、お急ぎの方はこちら↓

☎ ０９０-８３９０-６２２２（ヨシイ）

市
役
所
窓
口
対
応
の
改
善
を
求
め
る

声
が
あ
り
ま
す
。
生
活
保
護
な
ど
福
祉

部
門
や
滞
納
者
等
へ
の
言
動
に
は
、
最

新
の
注
意
が
必
要
で
、
市
民
の
要
望
を

察
知
し
、
相
手
の
気
持
ち
や
ケ
ア
の
必

要
性
を
的
確
に
受
け
止
め
る
技
量
と
寄

り
添
う
姿
勢
が
大
事
で
す
。
福
祉
や
接

遇
・
心
理
、
保
護
申
請
や
滞
納
で
差
押

え
を
受
け
る
立
場
で
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

な
ど
研
修
を
受
け
、
滞
納
相
談
で
も
、

納
税
の
促
し
や
方
法
だ
け
で
な
く
、
弱

者
の
視
点
で
の
対
応
を
要
望
し
ま
す
。

人
は
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
な

存
在
で
、
こ
の
一
つ
で
も
壊
れ
て
し
ま

う
と
生
き
て
ゆ
け
ま
せ
ん
。
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
事
に
な
ら
な
い
対
応
を
。

窓
口
対
応
の
改
善
を
・
質
問
③


